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The Relationship between the Reformation of the Ancestral 
Shrine and the Buddhist Debate for the Pledge of Abstinence 

from Alcoholic Liquor and Meat

ENDO Yusuke

Summary 
Until now, the discussion of the relationship between the reformation of the 
Ancestral Shrine and the Buddhist debate for the pledge of abstinence from alcoholic 
liquor and meat has been overlooked. However, in this article, I focused on the 
ideological continuity of Liang Wudi in these two events and clarified that the 
reformation of the Ancestral Shrine and the Buddhist debate for the pledge of 
abstinence had the same roots in Buddhist thought.

In the first section, I argued that the ideological influence of the Sutra for 
Humane Kings was observed in the Fojixu and royal decree of Liang Wudi related 
to the Fojixu. I pointed out that it was highly possible that Liang Wudi as the 
Gold Wheel-turning King (the highest of the four ranks of Buddhism’s ideal 
kings) carried out the reformation of the Ancestral Shrine. It is known that the 
Sutra for Humane Kings influences the pledge of abstinence from alcoholic liquor 
and meat. The ideological continuity of national governance based on the Sutra 
for Humane Kings was confirmed.

In the second section, from the Nan Qi dynasty to the early Liang dynasty, 
I considered Buddhist thought based on the Nirvana Sutra. Liang Wudi and his 
sympathizers such as Shen Yue attached importance to the Nirvana Sutra, while 
mercy and abstinence from meat were linked by the idea of the Nirvana Sutra. 
In the second section, the ideological continuity of national governance based on 
mercy was confirmed to be rooted in the Nirvana Sutra.

In the third section, after organizing the history of the First Buddhist debate, 
I analyzed the ideological content of Liang Wudi. The results clarified that the 
First Buddhist debate and the reformation of the Ancestral Shrine were in agreement 
in that it was Liang Wudi and Fayun who played the leading roles. Moreover, 
I extracted cases based on the Nirvana Sutra and the Sutra for Humane Kings, 
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and more specifically argued that the reformation of the Ancestral Shrine and the 
Buddhist debate are events that arose from the idea of the same root.

In the fourth section, I considered the second debate. I divided the questions 
and answers asked between Liang Wudi and the monks who oppose the full 
implementation of abstinence from meat into nine stages, Following that I 
considered comments after the second debate. At the second debate, Liang Wudi 
considered himself a Gold Wheel-turning King by the Sutra for Humane Kings. 
Meanwhile, he declared a policy to carry out the abstinence from alcoholic 
liquor and meat by raising the country on the basis of the Nirvana Sutra. He 
straightforwardly faced his vassals and monks in debate based on Buddhist doctrine, 
and promoted national governance based on a Buddhist worldview.

宗廟祭祀改革と『断酒肉文』法会
─梁武帝の思想的連続性─

遠 藤 祐 介
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宗
廟
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祀
改
革
と
『
断
酒
肉
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』
法
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帝
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続
性
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〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
『
仁
王
経
』／『
涅
槃
経
』
／
沈
約
／
三
仮
／
三
種
浄
肉

は
じ
め
に

梁
武
帝
は
約
十
年
も
の
時
間
を
か
け
て
、
天
監
十
六
年
（
五
一
七
）
に
宗
廟
祭
祀
で
動
物
の
犠
牲
を
廃
止
す
る
と
い
う
改
革
を

実
現
し
た
。
こ
の
宗
廟
祭
祀
改
革
の
特
徴
と
し
て
、
第
一
に
歴
代
王
朝
が
依
拠
し
て
き
た
儒
家
的
世
界
観
に
代
え
て
、
仏
教
的
世

界
観
に
基
づ
く
国
家
統
治
を
試
み
て
い
る
こ
と）

1
（

、
第
二
に
仏
教
的
世
界
観
の
ほ
か
に
、
仏
教
的
真
理
探
究
と
慈
悲
の
重
視
が
改
革

に
お
け
る
思
想
的
動
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る）

2
（

。

梁
武
帝
は
天
監
年
間
最
後
の
年
、
天
監
十
八
年
（
五
一
九
）
に
菩
薩
戒
を
受
け
、
程
な
く
し
て
普
通
三
年
（
五
二
二
）
頃
に

『
断
酒
肉
文
』
法
会
を
開
き
、
菩
薩
金
輪
王
と
し
て
国
家
統
治
を
す
る
決
意
を
示
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る）

3
（

。『
断
酒
肉
文
』
法
会
の

特
徴
と
し
て
は
、
第
一
に
法
会
の
場
で
群
臣
に
対
し
て
仏
教
的
世
界
観
に
基
づ
く
「
人
王
」
の
統
治
を
明
示
し
た
こ
と
、
第
二
に

『
涅
槃
経
』）

（
（

と
律
に
説
か
れ
る
仏
教
の
慈
悲
を
根
拠
と
し
て
「
断
酒
肉
」
を
提
示
し
、
群
臣
に
対
し
て
仏
説
に
従
う
よ
う
に
求
め
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た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

宗
廟
祭
祀
改
革
と
『
断
酒
肉
文
』
法
会
の
特
徴
に
は
、「
仏
教
的
世
界
観
に
基
づ
く
統
治
」
と
「
慈
悲
に
基
づ
く
統
治
」
を
宣

明
し
た
と
い
う
共
通
性
が
見
出
さ
れ
る
。
改
革
の
実
現
か
ら
法
会
ま
で
、
お
よ
そ
五
年
し
か
経
過
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
両
者

に
思
想
的
連
続
性
が
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
宗
廟
祭
祀
改
革
と
『
断
酒
肉
文
』
法
会
で
は
、
主
要
な
貴
族
た
ち
も
当
事
者
と

な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
二
つ
の
事
象
を
通
し
て
、
梁
代
の
貴
族
層
の
間
で
ど
の
よ
う
な
仏
教
思
想
が
信
奉
さ
れ
て
い
た
の
か
も
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
で
は
、
最
初
に
沈
約
撰
『
仏
記
序
』
及
び
『
仏
記
序
』
に
関
連
す
る
梁
武
帝
の
詔）

（
（

（
以
下
、『
仏
記
序
』
詔
と
記
す
）
に

お
け
る
『
仁
王
般
若
経
』（
以
下
、『
仁
王
経
』
と
記
す
）
と
『
涅
槃
経
』
の
影
響
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
宗
廟
祭
祀
改
革
の
根
拠

と
な
っ
た
思
想
の
解
明
を
お
こ
な
い
、『
断
酒
肉
文
』
法
会
と
の
思
想
的
連
続
性
に
つ
い
て
考
察
を
お
こ
な
う
。
さ
ら
に
こ
の
考

察
を
踏
ま
え
た
上
で
、
二
度
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た
『
断
酒
肉
文
』
法
会
か
ら
看
取
さ
れ
る
梁
武
帝
の
思
想
を
分
析
し
、
断
酒

肉
の
根
拠
と
な
る
思
想
と
は
何
か
を
検
討
し
、
思
想
的
連
続
性
の
具
体
像
に
迫
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
『
仁
王
経
』
の
思
想
的
影
響

天
監
十
一
年
（
五
一
二
）
に
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
梁
武
帝
撰
『
注
解
大
品
序
』（『
出
三
蔵
記
集
』
巻
八
所
収
）
の
中
に
、

『
仁
王
経
』
に
対
す
る
言
及
が
確
認
さ
れ
る
。『
注
解
大
品
序
』
は
、
僧
旻
と
法
雲
が
執
筆
し
た
『
般
若
経
』
注
釈
書
（
そ
れ
ぞ
れ

天
監
六
年
と
七
年
に
成
立
）
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
た
め
、
天
監
六
年
の
時
点
で
梁
武
帝
が
『
仁
王
経
』
を
重
視

し
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
提
示
し
た
こ
と
が
あ
る）

6
（

。
ま
た
そ
の
論
考
の
中
で
は
、
宗
廟
祭
祀
改
革
の
端
緒
と
な
っ
た
『
神
滅
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論
』
批
判
（
天
監
六
年
ま
た
は
七
年
）
の
際
に
書
か
れ
た
蕭

素
の
答
書
に
「
巍
巍
な
る
か
な
。
十
善
已
に
行
わ
れ
、
金
輪
何
ぞ

遠
か
ら
ん
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
こ
れ
が
『
仁
王
経
』
に
登
場
す
る
鉄
輪
王
（
上
品
の
十
善
）
と
金
輪
王
に
由
来

す
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
の
可
能
性
を
総
合
す
る
と
、
宗
廟
祭
祀
改
革
が
『
仁
王
経
』
の
影
響
を
受
け
て
い

る
可
能
性
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

本
節
で
は
、『
神
滅
論
』
批
判
に
先
行
し
て
、
天
監
六
年
以
前
に
成
立
し
た
沈
約
撰
『
仏
記
序
』
及
び
『
仏
記
序
』
詔
と
『
仁

王
経
』
の
関
係
を
考
察
し
、『
仁
王
経
』
が
宗
廟
祭
祀
改
革
に
与
え
た
と
想
定
さ
れ
る
影
響
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
て
検
討
す
る
こ

と
と
し
た
い
。

最
初
に
、『
仏
記
序
』
と
『
仏
記
序
』
詔
の
中
か
ら
、『
仁
王
経
』
と
関
連
す
る
「
転
輪
王
」
に
対
す
る
言
及
を
抽
出
し
分
析
を

試
み
た
い
。『
仏
記
序
』（
大
正
五
二
、
二
〇
一
中
）
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
梁
武
帝
は
虞
闡
、
到
溉
、
周
捨
に
三
十
篇
か
ら
成
る

『
仏
記
』
の
編
集
を
命
じ
、
沈
約
に
対
し
て
『
仏
記
』
の
序
文
を
執
筆
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
こ
う
し
て
成
立
し
た
の
が
沈
約
撰

『
仏
記
序
』
で
あ
る
。

『
仏
記
序
』（
二
〇
一
上
～
中
）
に
は
、
転
輪
王
に
関
連
し
て
、

皇
帝
、
行
は
無
始
を
成
し
、
道
は
曠
劫
を
受
く
。
十
号
は
躬
に
在
り
、
三
達
は
礙さ
ま
たげ
靡な

し
。
玆
れ
妙
有
を
屈
し
て
、
此
れ
転

輪
に
同
じ
く
す
。
昏
を
傷
み
惑
を
愍あ
わ
れむ
。

と
い
う
記
載
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
記
さ
れ
る
「
転
輪
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
経
典
に
お
い
て
は
、
転
輪
を
転
輪

王
・
転
輪
聖
王
と
い
う
概
念
の
一
部
と
し
て
使
用
す
る
例
が
圧
倒
的
に
多
い
。「
転
法
輪
」
と
い
う
概
念
は
「
説
法
す
る
こ
と
」

を
表
現
す
る
場
合
に
使
用
さ
れ
る
の
で
、「
転
輪
」
と
は
区
別
す
べ
き
概
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
仏
記
序
』
で
は
、
梁
武
帝

を
「
十
号
を
有
し
、
三
達
と
い
う
特
殊
能
力
を
持
つ
釈
尊
」
に
な
ぞ
ら
え
、
転
輪
王
に
該
当
す
る
皇
帝
と
し
て
称
賛
し
て
い
る
と

解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
記
載
と
『
仁
王
経
』
に
登
場
す
る
諸
転
輪
王
が
関
連
す
る
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。
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思
想
内
容
に
お
い
て
『
仁
王
経
』
と
関
連
し
て
い
る
の
は
、
梁
武
帝
と
沈
約
が
と
り
わ
け
重
視
し
た
二
諦
と
三
仮
で
あ
る）

（
（

。
梁

武
帝
は
「
仏
教
を
尋
ぬ
る
に
、
三
仮
に
因よ

り
て
以
て
法
に
寄
り
、
二
諦
に
籍か

り
て
以
て
理
を
明
か
す
」（
二
〇
〇
下
）
と
述
べ
、

沈
約
は
「
法
身
常
住
は
之
れ
奥
遠
、
二
諦
三
仮
は
之
れ
淵
曠
な
り
と
雖
も
、
悟
道
求
宗
は
斯
こ
に
於
い
て
足
る
べ
し
」（
二
〇
一

上
）
と
述
べ
て
い
る
。
梁
武
帝
は
三
仮
を
仏
法
の
真
理
に
近
づ
く
た
め
の
通
路
と
見
な
し
、
沈
約
は
三
仮
を
悟
り
に
至
る
た
め
に

最
も
重
要
な
手
掛
か
り
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
、『
仏
記
序
』
お
よ
び
『
仏
記
序
』
詔
以
前
に
、
三
仮

を
二
諦
と
同
列
の
重
要
概
念
と
し
て
提
示
す
る
議
論
は
確
認
さ
れ
ず
、
注
目
す
べ
き
解
釈
で
あ
る
。

以
前
拙
論）

8
（

に
お
い
て
、
三
仮
が
『
大
品
般
若
経
』『
大
智
度
論
』
に
基
づ
く
概
念
で
あ
る
こ
と
、
智
蔵
が
三
仮
と
『
涅
槃
経
』

の
教
え
を
比
較
し
て
い
る
こ
と
、
僧
旻
が
三
仮
と
『
涅
槃
経
』
の
妙
有
・
善
有
を
比
較
し
て
論
じ
て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
た
。

梁
武
帝
と
沈
約
が
三
仮
を
涅
槃
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
重
要
な
通
路
と
し
て
認
識
し
て
い
た
の
に
対
し
、
智
蔵
と
僧
旻
に
と
っ
て
は

二
諦
と
涅
槃
の
関
係
を
説
明
す
る
た
め
の
補
助
的
な
概
念
に
す
ぎ
な
い
。

『
大
品
般
若
経
』
と
『
大
智
度
論
』
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
三
仮
を
二
諦
と
同
列
の
重
要
概
念
と
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
梁
武
帝
と
沈
約
が
『
大
品
般
若
経
』
と
『
大
智
度
論
』
以
外
の
経
典
ま
た
は
論
書
を
根
拠
に
加
え
た
結
果
、
三
仮
を

涅
槃
に
至
る
た
め
の
重
要
概
念
と
し
て
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
根
拠
と
な
る
経
典
と
は
『
仁
王

経
』
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
下
に
『
仁
王
経
』
に
お
け
る
三
仮
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

『
仁
王
経
』
序
品
（
大
正
八
、
八
二
五
上
）
に
「
法
仮
虚
実
観
、
受
仮
虚
実
観
、
名
仮
虚
実
観
の
三
空
観
門
」
と
あ
り
、
三
仮

が
涅
槃
と
直
接
的
に
結
び
つ
く
内
容
を
提
示
し
て
い
る
。
智
顗
説
『
仁
王
護
国
般
若
経
疏
』（
以
下
、『
仁
王
経
疏
』
と
記
す
）
の

解
釈
に
よ
る
と
、
三
空
観
門
と
は
三
解
脱
門
の
異
名
で
あ
り
、
三
仮
を
観
ず
る
こ
と
が
涅
槃
に
至
る
た
め
の
通
路
と
さ
れ
て
い
る
。

も
し
梁
武
帝
と
沈
約
が
こ
れ
と
同
様
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
三
仮
を
二
諦
と
同
列
の
重
要
概
念
と
見
な
し
た
と
し

て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
三
仮
と
三
解
脱
門
の
関
係
に
つ
い
て
、
梁
武
帝
と
沈
約
が
『
仁
王
経
』
序
品
を
根
拠
と
し
た
蓋
然
性
を
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検
討
す
る
た
め
に
、
梁
武
帝
期
の
大
同
四
年
（
五
三
八
）
生
ま
れ
の
智
顗
が
梁
武
帝
の
仏
教
思
想
と
親
和
性
が
あ
る
こ
と
を
確
か

め
た
上
で
、『
仁
王
経
疏
』
に
お
け
る
三
仮
と
三
解
脱
門
の
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

以
前
拙
論）

（
（

の
中
で
述
べ
た
よ
う
に
、
智
顗
は
梁
代
士
大
夫
文
化
の
中
で
成
長
し
た
人
物
で
あ
り
、
智
顗
説
『
摩
訶
止
観
』
の
中

で
も
三
仮
を
取
り
上
げ
て
い
る
。『
摩
訶
止
観
』
は
僧
旻
や
智
蔵
の
説
を
引
用
す
る
な
ど
、
梁
代
初
期
の
思
想
の
影
響
を
受
け
て

い
る
こ
と
が
観
察
さ
れ
る
。
ま
た
、『
摩
訶
止
観
』
で
は
現
代
の
日
本
仏
教
で
も
重
視
さ
れ
て
い
る
四
弘
誓
願
が
提
示
さ
れ
て
い

る
が
、
四
弘
誓
願
の
萌
芽
と
し
て
、
梁
武
帝
が
天
監
八
年
（
五
〇
九
）
に
宝
亮
に
命
じ
て
編
纂
さ
せ
た
『
大
般
涅
槃
経
集
解
』
や

法
雲
撰
『
法
華
義
記
』
の
中
に
あ
る
「
四
弘
誓
」
と
い
う
概
念
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
さ
ら
に
梁
武
帝
が
『
断
酒
肉
文
』

（
大
正
五
二
、
二
九
六
上
）
で
四
弘
誓
願
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
も
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
智
顗
の
思
想
と
梁
武
帝
お
よ
び
法
雲

ら
梁
武
帝
周
辺
の
高
僧
た
ち
の
思
想
と
の
間
に
親
和
性
が
あ
る
と
言
え
る
。

こ
こ
で
智
顗
・
梁
武
帝
・『
仁
王
経
』
の
関
係
を
知
る
た
め
の
手
掛
か
り
と
な
る
逸
話
を
紹
介
し
た
い
。
灌
頂
の
『
隋
天
台
智

者
大
師
別
伝
』（
大
正
五
〇
、
一
九
四
中
）
に
よ
る
と
、
あ
る
晩
の
こ
と
冠
達
（
梁
武
帝
の
法
名
）
が
智
顗
の
夢
に
あ
ら
わ
れ
、

三
橋
（
光
宅
寺
）
に
住
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
そ
の
後
智
顗
は
光
宅
寺
に
移
り
、
そ
の
年
の
四
月
に
梁
武
帝
の
曽
孫
で
あ
る
陳
の

皇
帝
、
後
主）

（（
（

が
寺
に
御
幸
し
て
、
智
顗
が
後
主
の
た
め
に
『
仁
王
経
』
の
講
義
を
し
た
と
い
う
。
こ
の
逸
話
は
『
続
高
僧
伝
』
巻

一
七
智
顗
伝
（
大
正
五
〇
、
五
六
五
下
）
に
も
収
載
さ
れ
、
仏
教
信
者
の
間
で
広
く
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
仁
王
経
疏
』
は
智
蔵
・
僧
旻
・
法
雲
ら
梁
の
三
大
法
師
だ
け
で
な
く
、
梁
武
帝
の
思
想
の
影
響
を
受
け

て
い
る
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
完
全
な
一
致
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、『
仁
王
経
疏
』
を
参
考
に

し
て
、『
仏
記
序
』
及
び
『
仏
記
序
』
詔
に
お
け
る
三
仮
と
二
諦
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
は
有
効
な
検
証
法
で
あ
る
と
言
え
よ

う
。『

仁
王
経
疏
』（
大
正
三
三
、
二
五
九
中
）
を
見
る
と
、『
仁
王
経
』
の
「
法
仮
虚
実
観
、
受
仮
虚
実
観
、
名
仮
虚
実
観
の
三
空
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観
門
」（
大
正
八
、
八
二
五
上
）
の
こ
と
を
「
三
仮
観
門
」
と
記
し
、
そ
の
解
説
を
し
て
い
る
。
ま
た
『
仁
王
経
疏
』（
二
五
九

中
）
の
中
で
「
三
空
」
を
解
説
す
る
箇
所
で
は
、「
以
三
仮
因
縁
故
得
三
空
名
。
此
因
果
次
第
説
也
。
以
法
仮
故
空
、
受
仮
故
無

相
、
名
仮
故
無
作
」
と
言
い
、「
法
仮
・
受
仮
・
名
仮
」
の
三
仮
が
三
解
脱
門
の
「
空
・
無
相
・
無
作
」
に
対
応
す
る
と
論
じ
て

い
る
。
三
空
観
門
を
三
解
脱
門
と
す
る
解
釈
は
、『
大
智
度
論
』
巻
五
（
大
正
二
五
、
九
六
下
）
の
「
以
是
三
空
法
為
三
解
脱
門
、

亦
名
為
三
三
昧
」
と
い
う
記
載
な
ど
を
根
拠
と
し
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
智
顗
は
三
空
観
門
・
三
仮
観
門
・
三
解
脱
門
を
同
義
の
も
の
と
解
し
、
三
仮
を
観
ず
る
こ
と
は
涅
槃
に
至
る
方
法

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
『
仁
王
経
疏
』
に
見
え
る
解
釈
を
以
て
梁
代
初
期
の
思
想
を
示
す
も
の
と
断
言
す
る
こ
と
は
控

え
る
が
、
梁
武
帝
と
沈
約
が
『
仁
王
経
』
に
基
づ
い
て
三
仮
の
解
釈
を
お
こ
な
っ
た
可
能
性
の
強
さ
を
示
す
も
の
と
し
て
提
示
し

て
お
き
た
い
。

上
記
の
可
能
性
を
踏
ま
え
て
、
先
に
挙
げ
た
『
仏
記
序
』
詔
（
大
正
五
二
、
二
〇
〇
下
）
の
「
仏
教
を
尋
ぬ
る
に
、
三
仮
に
因

り
て
以
て
法
に
寄
り
、
二
諦
に
籍
り
て
以
て
理
を
明
か
す
」
と
『
仁
王
経
』
と
の
内
容
的
な
関
連
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

『
仁
王
経
』
二
諦
品
（
大
正
八
、
八
二
九
上
）
で
第
一
義
諦
と
世
諦
の
関
係
を
説
き
、

法
性
は
本
よ
り
無
性
に
し
て
、
第
一
義
も
空
如
な
り
。
諸
有
は
本
よ
り
有
法
に
し
て
、
三
仮
の
集
は
仮
有
な
り
。

と
記
さ
れ
て
お
り
、
三
仮
を
世
諦
と
近
似
し
た
概
念
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
ま
た
、『
仁
王
経
』
観
空
品
（
八
二
五
下
～
八
二

六
上
）
の
法
性
を
取
り
上
げ
た
箇
所
で
は
、

法
性
は
色
受
想
行
識
な
り
、
常
楽
我
浄
な
り
。
色
に
も
住
せ
ず
、
非
色
に
も
住
せ
ず
、
非
非
色
に
も
住
せ
ず
、
乃
至
受
想
行

識
に
も
ま
た
住
せ
ず
、
非
住
に
も
非
ず
。
何
を
以
て
の
故
な
る
や
。
色
如
に
も
非
ず
、
非
色
如
に
も
非
ず
。
世
諦
の
故
に
、

三
仮
の
故
に
、
衆
生
を
見
る
と
名
づ
く
。

と
い
う
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
ま
た
三
仮
を
世
諦
と
近
似
し
た
概
念
と
し
て
用
い
て
い
る
。
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上
記
の
詔
の
文
言
を
『
仁
王
経
』
の
内
容
に
沿
っ
て
解
釈
す
る
と
、「
三
仮
に
因
り
て
」
と
は
序
品
の
「
三
仮
を
観
ず
る
こ
と
」

で
あ
り
、「
法
に
寄
る
」
と
は
二
諦
品
や
観
空
品
に
あ
る
よ
う
に
、
三
仮
を
通
し
て
法
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
指
す
と
考
え

ら
え
る
。
そ
し
て
「
二
諦
に
籍
り
て
以
て
理
を
明
か
す
」
と
は
、
第
一
義
諦
と
世
諦
と
い
う
二
諦
を
深
く
探
求
す
る
こ
と
で
真
理

を
解
明
で
き
る
と
い
う
意
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
、『
仏
記
序
』
と
『
仏
記
序
』
詔
で
は
三
仮
を
極
め
て
重
視
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
仁
王
経
』

か
ら
思
想
的
影
響
を
受
け
た
結
果
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
と
言
え
る
。
こ
れ
は
同
時
に
、
梁
武
帝
が
『
仁
王
経
』
を
経
証
と
し
、

金
輪
王
と
し
て
宗
廟
祭
祀
改
革
を
企
図
し
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
前
拙
論）

（1
（

に
お
い
て
、
宗
廟
祭
祀
改
革
の
開
始

に
は
『
仁
王
経
』
の
影
響
が
あ
る
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
本
節
に
お
け
る
考
察
の
結
果
、
そ
の
蓋
然
性

は
更
に
高
ま
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
論
考）

（1
（

に
お
い
て
、『
断
酒
肉
文
』
冒
頭
部
分
の
「
経
教
に
ま
た
仏
法
は
人
王
に

寄
嘱
す
と
云
う
」
と
い
う
文
言
が
『
仁
王
経
』
受
持
品
に
基
づ
く
記
述
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
と
本
節
の
内
容
を
総

合
す
る
と
、
宗
廟
祭
祀
改
革
と
『
断
酒
肉
文
』
法
会
は
い
ず
れ
も
『
仁
王
経
』
の
思
想
的
影
響
を
受
け
て
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

二
『
涅
槃
経
』
の
思
想
的
影
響

梁
代
初
期
に
お
け
る
三
仮
と
二
諦
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
、
智
蔵
と
僧
旻
の
議
論
に
見
え
る
『
涅
槃
経
』
と
の
関
連
性
に
も
注

意
が
必
要
で
あ
る
。
梁
武
帝
と
沈
約
は
三
仮
・
二
諦
と
い
う
概
念
と
『
涅
槃
経
』
の
関
連
性
に
つ
い
て
も
承
知
し
て
い
た
で
あ
ろ

う
。
以
前
拙
論）

（1
（

に
お
い
て
宗
廟
祭
祀
改
革
の
動
機
と
な
っ
た
思
想
的
要
素
と
し
て
「
仏
教
的
真
理
探
究
・
仏
教
的
世
界
観
・
慈
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悲
」
を
挙
げ
た
が
、
本
節
で
は
こ
れ
と
関
連
し
て
、
宗
廟
祭
祀
改
革
の
提
唱
以
前
に
、
梁
武
帝
と
沈
約
が
『
涅
槃
経
』
に
説
か
れ

る
慈
悲
を
経
証
と
し
て
、
動
物
の
殺
生
の
廃
止
を
主
張
し
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

動
物
の
殺
生
を
忌
避
し
食
肉
を
禁
止
す
る
こ
と
（
以
下
、
断
肉
と
記
す
）
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、
道
端
良
秀
氏
の
研
究）

（1
（

が
挙
げ
ら
れ
る
。
道
端
氏
は
、

さ
て
以
上
の
よ
う
に
小
乗
律
典
と
い
わ
れ
る
『
四
分
律
』、『
五
分
律
』、『
摩
訶
僧
祇
律
』、『
十
誦
律
』
な
ど
に
は
、
特
別
の

場
合
の
外
は
肉
食
を
許
し
て
い
た
が
、
大
乗
菩
薩
思
想
の
発
展
と
と
も
に
、
次
第
に
制
限
さ
れ
て
、
遂
に
一
切
の
肉
を
禁
止

す
る
に
至
っ
て
い
る
。『
涅
槃
経
』、『
楞
伽
経
』
な
ど
は
そ
の
一
例
で
あ
り
、
梵
網
の
菩
薩
戒
な
ど
は
そ
の
代
表
的
な
も
の

で
あ
る
。

と
中
国
仏
教
に
お
け
る
断
肉
の
経
緯
を
説
明
し
て
い
る
。

『
十
誦
律
』『
四
分
律
』『
五
分
律
』『
善
見
律
』
は
三
種
浄
肉
と
い
う
概
念
を
使
用
し
、
見
聞
疑
に
抵
触
し
な
い
肉
を
食
べ
て
も

よ
い
と
規
定
し
て
い
る
。
見
と
は
自
分
の
た
め
に
動
物
が
殺
さ
れ
る
の
を
見
る
こ
と
、
聞
と
は
自
分
の
た
め
に
動
物
が
殺
さ
れ
た

と
聞
く
こ
と
、
疑
と
は
自
分
の
た
め
に
動
物
が
殺
さ
れ
た
と
い
う
疑
念
が
生
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
見
聞
疑
に
該
当
し
な
い
肉

を
三
種
浄
肉
と
称
し
た
。
な
お
『
僧
祇
律
』
で
は
浄
肉
と
い
う
概
念
を
用
い
な
い
が
、
見
聞
疑
に
該
当
し
な
い
肉
を
食
べ
て
よ
い

と
記
し
て
い
る
。
梁
代
に
お
い
て
は
律
の
三
種
浄
肉
の
規
定
を
根
拠
と
し
て
、
食
肉
を
容
認
す
る
僧
侶
が
多
か
っ
た
が
、
断
肉
を

主
張
す
る
僧
侶
や
在
家
信
者
も
多
く
存
在
し
た
。

梁
武
帝
や
沈
約
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
南
斉
の
竟
陵
王
蕭
子
良
は
菜
食
を
強
く
主
張
し
た
人
物
で
、
蕭
子
良
が
実
施
し
た
七

廟
供
養
の
際
に
動
物
の
肉
を
備
え
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
以
前
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る）

（1
（

。
南
斉
と
梁
を
代

表
す
る
学
僧
、
僧
祐
は
『
高
僧
伝
』
巻
一
一
明
律
篇
（
大
正
五
〇
、
四
〇
二
下
）
に
「
斉
竟
陵
文
宣
王
毎
請
講
律
。
聴
衆
常
七
八

百
人
」
や
「
今
上
深
相
礼
遇
、
凡
僧
事
碩
疑
皆
勅
就
審
決
」
と
あ
る
よ
う
に
、
蕭
子
良
や
梁
武
帝
か
ら
尊
崇
さ
れ
た
律
師
で
あ
っ
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た
。
僧
祐
は
断
肉
を
主
張
す
る
律
師
の
代
表
者
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

宗
廟
祭
祀
改
革
の
実
施
を
目
指
し
て
い
た
梁
武
帝
は
、
天
監
十
二
年
（
五
一
三
）
に
『
広
弘
明
集
』
巻
二
六
所
収
『
断
殺
絶
宗

廟
犠
牲
詔
』
を
出
し
た）

（1
（

。『
広
弘
明
集
』
は
こ
の
事
跡
に
つ
い
て
、「
下
詔
去
宗
廟
犧
牲
。
修
行
仏
戒
蔬
食
断
欲
」
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
時
、
僧
祐
は
律
師
の
超
度）

（1
（

ら
と
と
も
に
「
京
畿
は
福
地
な
の
で
漁
労
と
狩
猟
を
禁
止
す
べ
き
だ
。
最
初
は
丹
陽
と
琅
邪
か
ら

殺
生
の
禁
止
を
始
め
た
い
」
と
提
言
し
た
。

『
広
弘
明
集
』（
大
正
五
二
、
二
九
三
下
）
に
よ
る
と
、
詔
に
反
対
し
た
人
物
の
一
人
で
あ
る
江こ
う

貺き
ょ
うに
対
し
て
、
梁
武
帝
は
周

捨
に
次
の
よ
う
に
反
論
さ
せ
て
い
る
。
な
お
周
捨
の
父
周
顒
と
は
竟
陵
王
蕭
子
良
か
ら
仏
教
教
義
の
理
解
を
高
く
評
価
さ
れ
た
人

物
で
、
菜
食
の
実
施
を
強
く
主
張
し
て
い
る）

（1
（

。
周
捨
は
、

礼
に
云
う
、
君
子
は
庖
厨
を
遠
ざ
く
、
血
気
は
身み
ず
から
剪こ
ろ

さ
ず
、
生
を
見
て
其
の
死
を
忍
び
ず
、
声
を
聞
き
て
其
の
肉
を
食
ら

わ
ず
、
と
。

と
述
べ
、『
礼
記
』
玉
藻
篇
と
『
孟
子
』
梁
恵
王
章
句
上
を
根
拠
と
し
て
反
論
し
て
い
る）

11
（

。
江
貺
ら
は
「
聖
人
が
教
え
を
為
す
も

ま
た
俗
と
推
移
し
之
れ
を
事
迹
に
即
す
」（
二
九
三
下
）
と
主
張
し
、
伝
統
的
な
儒
家
の
聖
人
の
教
え
と
関
連
づ
け
た
見
解
を
述

べ
た
た
め
、
梁
武
帝
と
周
捨
も
儒
家
の
文
脈
で
こ
れ
に
答
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
梁
武
帝
が
宗
廟
祭
祀
改
革
を
目
指
し
た
根
源
的
な
理
由
が
『
礼
記
』
や
『
孟
子
』
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
根
源
的
な
理
由
は
『
涅
槃
経
』
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
の
で
、
最
初
に
宗
廟
祭
祀
改
革
の
旗
振
り
役
を
務

め
た
沈
約
の
事
跡
を
取
り
上
げ
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

『
広
弘
明
集
』
巻
二
六
所
収
の
沈
約
撰
『
究
竟
慈
悲
論
』
は
、
表
題
に
斉
と
書
か
れ
て
お
り
、
南
斉
代
の
著
作
と
見
ら
れ
る
。

以
前
拙
論）

1（
（

に
お
い
て
、『
究
竟
慈
悲
論
』
は
「
慈
悲
の
要
点
と
は
生
物
を
生
か
す
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
を
核
と
し
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
、「
宗
廟
祭
祀
改
革
に
お
け
る
犠
牲
廃
止
の
強
い
動
機
に
な
り
う
る
」
と
指
摘
し
た
。『
究
竟
慈
悲
論
』
が
何
を
根
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拠
と
し
て
そ
の
よ
う
な
主
張
を
し
た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
『
涅
槃
経
』
で
あ
る
。『
究
竟
慈
悲
論
』（
大
正
五
二
、
二
九
二

下
）
に
は
、

是
の
故
に
三
浄
を
開
設
し
用
て
権
道
を
申の

ぶ
。
涅
槃
後
説
が
言
を
立
て
る
に
及
び
将
て
謝や

め
則
ち
大
い
に
隠
惻
を
明
ら
か
に

す
。

と
記
さ
れ
、
三
種
浄
肉
と
い
う
仮
の
手
段
は
『
涅
槃
経
』
の
教
え
が
出
さ
れ
た
段
階
で
取
り
や
め
と
な
り
、
釈
尊
は
断
肉
の
教
え

に
よ
っ
て
惻
隠
を
一
層
明
ら
か
に
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
究
竟
慈
悲
論
』
の
中
で
「
後
説
」
は
「
晩
説
」
と
も
記
さ
れ
て

お
り
、
こ
の
説
に
よ
っ
て
「
禁
肉
」「
禁
浄
」
と
な
っ
た
こ
と
が
重
ね
て
述
べ
ら
れ
、「
涅
槃
が
東
度
し
て
よ
り
、
三
肉
は
罷
縁

す
」（
二
九
三
上
）
と
い
う
よ
う
に
、
中
国
に
お
け
る
断
肉
は
『
涅
槃
経
』
が
契
機
と
な
っ
た
と
記
載
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
普

通
年
間
に
実
施
さ
れ
た
『
断
酒
肉
文
』
法
会
に
お
け
る
梁
武
帝
の
論
理
と
全
く
同
質
の
も
の
で
あ
る
。

『
涅
槃
経
』
と
断
肉
の
関
係
に
関
す
る
沈
約
の
認
識
を
示
す
も
う
一
つ
の
文
書
と
し
て
、『
広
弘
明
集
』
巻
二
三
所
収
の
沈
約
撰

『
南
斉
禅
林
寺
尼
浄
秀
行
状
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
文
書
に
は
、
浄
秀
と
い
う
尼
僧
の
天
監
五
年
八
月
に
至
る
ま
で
の
事
跡
が

記
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
の
文
書
（
大
正
五
二
、
二
七
〇
中
～
下
）
に
は
、

年
七
歳
に
至
り
自
然
に
持
齋
す
。
家
中
に
て
僧
に
請
い
て
行
道
す
。
大
涅
槃
経
は
食
肉
を
聴ゆ
る

さ
ず
と
読
む
を
聞
き
、
是
こ
に

於
い
て
即
ち
長
蔬
し
て
噉く

ら
わ
ず
。
二
親
覚
知
し
て
、
若
し
魚
肉
を
得
れ
ば
輒す
な
わ便
ち
棄
去
す
。

と
あ
り
、
七
歳
の
子
供
時
代
か
ら
『
涅
槃
経
』
の
教
え
に
従
っ
て
断
肉
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
こ
の
記
事
か
ら
、
断

肉
が
『
涅
槃
経
』
を
根
拠
と
し
て
い
る
こ
と
は
在
家
信
者
に
も
知
ら
れ
て
お
り
、
家
庭
で
実
践
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
こ
と
が

観
察
さ
れ
る
。

断
肉
は
仏
教
信
者
が
守
る
べ
き
生
活
習
慣
と
し
て
受
容
さ
れ
る
の
と
同
時
に
、
学
僧
の
間
で
は
教
義
の
中
の
重
要
な
要
素
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
た
。『
高
僧
伝
』
巻
八
宝
亮
伝
（
大
正
五
〇
、
三
八
二
上
）
と
『
大
般
涅
槃
経
集
解
』
巻
一
序
文
（
大
正
三
七
、
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三
七
七
中
）
に
よ
る
と
、
天
監
八
年
五
月
八
日
に
梁
武
帝
は
宝
亮
に
『
大
般
涅
槃
経
集
解
』（
以
下
、『
集
解
』
と
記
す
）
の
編
纂

を
命
じ
、
九
月
二
十
日
に
完
成
し
て
い
る
。
な
お
宝
亮
伝）

11
（

か
ら
は
、
宝
亮
が
梁
武
帝
の
ほ
か
に
竟
陵
王
蕭
子
良
か
ら
尊
崇
さ
れ
、

さ
ら
に
宗
廟
祭
祀
改
革
に
深
く
関
与
し
た
法
雲
の
師
僧
で
も
あ
り
、『
集
解
』
が
完
成
し
て
ま
も
な
い
十
月
四
日
に
六
十
六
歳
で

死
去
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

『
集
解
』
の
冒
頭
部
分
（
三
七
七
上
）
に
「
皇
帝
、
霊
味
寺
釈
宝
亮
法
師
の
為
に
義
疏
の
序
を
製
す
」
と
あ
り
、
ま
た
「
大
般

涅
槃
経
義
疏
序
」
に
付
さ
れ
た
明
駿
の
注
（
三
七
七
上
）
に
「
皇
帝
、
霊
味
の
釈
宝
亮
法
師
の
為
に
製
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
梁
武
帝
が
『
集
解
』
成
立
に
深
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、『
集
解
』
を
通
し
て
、
諸
学
僧
の

断
肉
に
対
す
る
認
識
と
、
諸
学
僧
の
知
見
に
学
ん
だ
梁
武
帝
の
認
識
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

『
集
解
』
に
お
い
て
は
、
巻
一
一
の
四
相
品
の
冒
頭
部
分
（
大
正
三
七
、
四
二
六
中
）
に
、
主
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し
て

「
立
断
食
肉
制
」
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
巻
一
一
に
断
肉
に
関
す
る
諸
学
僧
の
知
見
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
第
三
節
で
詳
説
す
る

よ
う
に
、『
断
酒
肉
文
』
法
会
で
は
断
肉
の
根
拠
と
し
て
『
涅
槃
経
』
四
相
品
が
読
み
上
げ
ら
れ
る
が
、
梁
武
帝
は
天
監
八
年
の

時
点
で
こ
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

『
集
解
』
で
断
肉
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
箇
所
は
十
六
箇
所
あ
り
、
そ
の
中
に
お
け
る
諸
学
僧
の
見
解
の
引
用
状
況
は
、

宋
代
の
竺
道
生
（
三
回
）・
僧
亮
（
七
回
）・
法
瑤
（
三
回
）、
南
斉
代
の
僧
宗
（
四
回
）、
梁
代
の
宝
亮
（
二
回
）・
明
駿
（
一
回
）、

年
代
不
明
の
恵
誕
（
一
回
）
と
な
っ
て
い
る
。

『
仏
記
序
』
の
成
立
は
天
監
六
年
以
前
で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で
沈
約
の
場
合
は
『
涅
槃
経
』
の
断
肉
と
三
仮
・
二
諦
な
ど
の

教
義
を
総
合
的
に
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
梁
武
帝
は
当
初
、
虞
闡
ら
に
『
仏
記
』
の
序
文
の
執
筆
を
命
じ
て
い
た

が
、
梁
武
帝
は
そ
の
出
来
ば
え
に
満
足
で
き
ず
、
沈
約
に
『
仏
記
序
』
を
書
か
せ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
、
梁
武
帝
と
沈
約
の
仏

教
に
対
す
る
理
解
は
決
し
て
浅
い
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る）

11
（

。
そ
れ
ゆ
え
宗
廟
祭
祀
改
革
の
前
段
階
で
、
梁
武
帝
は
『
涅
槃
経
』
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四
相
品
に
基
づ
く
断
肉
の
思
想
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
を
実
践
す
る
た
め
に
宗
廟
祭
祀
改
革
に
着
手
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

断
酒
肉
は
断
肉
の
延
長
線
上
に
あ
る
た
め
、
梁
武
帝
は
天
監
六
年
以
前
か
ら
、
国
を
挙
げ
て
断
酒
肉
を
実
践
す
る
と
い
う
構
想
を

持
っ
て
い
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る
。

宗
廟
祭
祀
改
革
と
『
断
酒
肉
文
』
法
会
に
は
上
記
の
よ
う
な
梁
武
帝
の
思
想
が
通
底
し
て
お
り
、
梁
武
帝
は
天
監
十
六
年
に
宗

廟
祭
祀
改
革
を
実
現
し
、
さ
ら
に
天
監
十
八
年
に
菩
薩
戒
を
受
け
る
に
至
っ
て
、
断
酒
肉
を
実
施
す
る
機
は
熟
し
た
と
判
断
し
た

の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
菩
薩
戒
受
戒
の
数
年
後
に
『
断
酒
肉
文
』
法
会
を
開
き
、
公
的
な
場
で
断
酒
肉
の

厳
格
な
実
施
を
僧
侶
や
朝
臣
た
ち
に
要
求
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三

五
月
二
十
三
日
の
『
断
酒
肉
文
』
法
会

第
一
節
と
第
二
節
に
お
い
て
、『
仁
王
経
』
と
『
涅
槃
経
』
を
基
軸
と
し
た
梁
武
帝
の
思
想
的
連
続
性
が
観
察
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
宗
廟
祭
祀
改
革
と
『
断
酒
肉
文
』
法
会
は
同
根
の
事
象
と
し
て
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
見
解
を
提
示
し
た
。
第
三
節

と
第
四
節
で
は
、『
断
酒
肉
文
』
法
会
に
お
け
る
『
仁
王
経
』
と
『
涅
槃
経
』
を
基
軸
と
し
た
議
論
の
具
体
像
の
解
明
を
進
め
る

こ
と
と
し
た
い
。
こ
れ
は
宗
廟
祭
祀
改
革
の
具
体
像
と
も
密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

梁
武
帝
は
普
通
三
年
頃
に
主
た
る
僧
侶
と
朝
臣
を
集
め
、
法
会
を
開
い
て
『
断
酒
肉
文
』
を
公
表
し
、
断
酒
肉
の
実
施
を
呼
び

掛
け
た）

11
（

。『
断
酒
肉
文
』
法
会
は
五
月
二
十
三
日
と
二
十
九
日
の
二
度
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
た
（
以
下
、
第
一
法
会
・
第
二
法
会

と
称
す
る
）。『
広
弘
明
集
』
巻
二
六
に
よ
る
と
、
第
一
法
会
に
お
い
て
合
計
四
首
か
ら
成
る
『
断
酒
肉
文
』
が
公
表
さ
れ
た
が
、

「
其
の
後
、
諸
僧
尼
に
、
な
お
律
中
に
断
肉
の
事
及
び
懺
悔
食
肉
法
無
し
と
云
え
る
も
の
或あ

り
」（
大
正
五
二
、
二
九
九
上
）
と
い
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う
経
緯
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
梁
武
帝
は
二
十
九
日
に
第
二
法
会
を
開
催
し
、
断
肉
の
完
全
実
施
に
反
対
す
る
僧
侶
を
相

手
に
論
争
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

『
広
弘
明
集
』
に
は
、『
断
酒
肉
文
』
四
首）

11
（

・
第
一
法
会
と
第
二
法
会
開
催
の
経
緯
説
明
・
梁
武
帝
と
僧
侶
の
論
争
・
梁
武
帝
が

周
捨
に
与
え
た
勅
語
の
順
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。『
断
酒
肉
文
』
四
首
の
概
要
に
つ
い
て
は
道
端
良
秀
氏
の
研
究）

11
（

が
あ
り
、
参
考

に
す
べ
き
点
が
多
い
。

第
一
法
会
は
二
十
三
日
の
朝
か
ら
開
催
さ
れ
、
法
雲
が
「
法
師
」、
慧
明
が
「
都
講
」
を
務
め
、『
涅
槃
経
』
四
相
品
を
唱
え
て

「
食
肉
せ
る
者
は
大
慈
種
を
断
ず
る
の
義
を
陳の

べ
」、
法
雲
が
解
釈
と
講
義
を
お
こ
な
っ
た
。
次
に
、
道
澄
が
『
断
酒
肉
文
』
を
唱

え
、
ま
た
「
所
伝
の
語
」
を
唱
え
た
。
所
伝
の
語
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
梁
武
帝
の
見
解
を
代
弁
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後

礼
拝
と
懺
悔
を
お
こ
な
い
、
中
食
後
に
第
一
法
会
は
終
了
し
た
。
こ
の
よ
う
に
梁
武
帝
と
法
雲
が
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
点）

11
（

で
も
、
宗
廟
祭
祀
改
革
と
『
断
酒
肉
文
』
法
会
の
共
通
性
が
観
察
さ
れ
る
。

『
広
弘
明
集
』
に
は
第
一
法
会
で
唱
え
ら
れ
た
と
い
う
『
涅
槃
経
』
四
相
品
が
収
載
さ
れ
て
お
り）

11
（

、
そ
こ
に
は
釈
尊
が
迦
葉
菩

薩
に
対
し
て
三
種
浄
肉
を
食
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
完
全
断
肉
を
命
じ
る
場
面
が
記
さ
れ
て
い
る
。
主
要
箇
所
の
内
容
（
三
〇
一

上
）
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

迦
葉
菩
薩
は
復
た
仏
に
白
し
て
言
う
。
世
尊
よ
、
云
何
ぞ
如
来
は
食
肉
を
聴ゆ
る

さ
ざ
る
や
、
と
。（
仏
言
う
、）
善
男
子
よ
、
夫

れ
食
肉
せ
る
者
は
大
慈
種
を
断
ず
れ
ば
な
り
、
と
。
迦
葉
又
言
う
、
如
来
は
何
故
に
先
に
比
丘
に
三
種
浄
肉
を
食
す
る
を
聴

す
や
、
と
。（
仏
言
う
、）
迦
葉
よ
、
是
の
三
種
浄
肉
は
随
事
漸
制
な
り
、
と
。
迦
葉
菩
薩
復
た
仏
に
白
し
て
言
う
、
世
尊
よ
、

何
の
因
縁
の
故
に
十
種
不
浄
乃
至
九
種
清
浄
も
復
た
聴
さ
ざ
る
や
、
と
。
仏
は
迦
葉
に
告
ぐ
、
ま
た
是
れ
事
に
因
り
て
漸
次

に
制
す
れ
ば
な
り
。
当
に
即
ち
是
れ
断
肉
の
義
を
現
す
を
知
る
べ
し
、
と
。（
カ
ッ
コ
内
筆
者
補
）

こ
の
ほ
か
、
四
相
品
か
ら
の
引
用
と
し
て
「
我
は
今
日
よ
り
諸
弟
子
に
制
し
て
、
復
た
一
切
肉
を
食
す
る
を
得
ず
と
す
る
な
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り
」
な
ど
の
釈
尊
の
言
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

第
一
法
会
で
は
法
雲
に
よ
る
『
涅
槃
経
』
講
義
の
後
に
、
梁
武
帝
の
『
断
酒
肉
文
』
が
唱
え
ら
れ
た
。
以
下
に
『
断
酒
肉
文
』

に
お
い
て
『
仁
王
経
』
と
『
涅
槃
経
』
が
基
軸
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
文
言
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
一
首
に
は
「
経
教
に
ま
た
仏
法
は
人
王
に
寄
嘱
す
と
云
う
」（
大
正
五
二
、
二
九
四
中
）
と
記
さ
れ
、
梁
武
帝
は
『
仁
王
経
』

を
経
証
と
し
て
、
菩
薩
金
輪
王
と
し
て
仏
法
を
護
持
す
る
と
宣
明
し
て
い
る）

11
（

。
第
三
首
（
二
九
七
下
）
に
は
「
弟
子
は
当
に
王
法

に
依
り
て
治
問
す
」「
今
日
は
王
力
を
以
て
相
治
問
す
る
に
足
る
」
と
記
さ
れ
、
第
一
首
と
同
様
に
『
仁
王
経
』
を
経
証
と
し
て
、

菩
薩
金
輪
王
と
し
て
断
酒
肉
を
徹
底
す
る
覚
悟
が
示
さ
れ
て
い
る
。

第
一
首
で
は
、
食
肉
を
す
る
出
家
者
が
外
道
に
及
ば
な
い
理
由
と
し
て
九
項
目
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
中
の
第
一
項
（
二
九
四

下
）
に
は
、

涅
槃
経
に
言
う
。
迦
葉
よ
、
我
は
今
日
諸
弟
子
に
制
し
て
一
切
肉
を
食
す
る
を
得
ざ
ら
し
む
、
と
。
而
る
に
今
の
出
家
人
は

猶
自
ら
肉
を
噉
ら
う
。
…
…
此
の
事
は
師
教
に
違た
が

う
。

と
あ
り
、
外
道
は
師
の
教
え
を
守
る
の
に
、
出
家
者
は
釈
尊
の
教
え
を
遵
守
し
て
い
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
外
道
に
及
ば

な
い
項
目
の
第
七
項
（
二
九
五
上
）
に
は
、

涅
槃
経
に
云
う
。
一
切
肉
は
悉
く
断
じ
て
、
自
死
の
者
に
及
ぶ
、
と
。
自
死
の
者
も
猶
断
ず
。
何
ぞ
況
や
不
自
死
の
者
に
お

い
て
を
や
。

と
あ
り
、
自
然
死
の
動
物
す
ら
食
べ
て
は
い
け
な
い
の
に
、
動
物
を
屠
殺
し
て
食
べ
て
い
い
は
ず
が
な
い
と
記
さ
れ
て
い
る
。

第
一
首
に
は
『
涅
槃
経
』
に
お
け
る
断
肉
の
核
心
的
な
理
由
（
二
九
五
下
）
と
し
て
、

経
に
言
う
。
食
肉
せ
る
者
は
大
慈
種
を
断
ず
、
と
。
何
を
か
大
慈
種
を
断
ず
と
謂
う
や
。
凡
そ
大
慈
な
る
者
は
皆
一
切
衆
生

を
し
て
同と
も

に
安
楽
を
得
し
む
。
若
し
食
肉
せ
る
者
あ
ら
ば
一
切
衆
生
は
皆
怨
対
と
為
り
同
に
安
楽
な
ら
ず
。
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と
述
べ
、
こ
れ
に
続
け
て
、
食
肉
す
る
者
は
声
聞
法
・
辟
支
仏
法
・
菩
薩
法
・
菩
薩
道
・
仏
果
・
大
涅
槃
を
遠
離
す
る
と
し
て
い

る
。
そ
し
て
食
肉
の
誤
り
を
列
挙
し
た
後
に
「
諸
大
徳
僧
、
諸
解
義
の
者
は
涅
槃
経
を
講
ず
。
何
ぞ
慇
懃
な
ら
ざ
る
べ
け
ん
や
」

（
二
九
六
上
～
中
）
と
記
し
、『
涅
槃
経
』
を
講
じ
る
僧
侶
た
ち
は
食
肉
の
誤
り
を
深
刻
に
受
け
止
め
て
改
め
る
べ
き
だ
と
論
じ
て

い
る
。

第
二
首
で
は
、
北
山
蔣
帝
と
い
う
神
の
加
護
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
北
山
と
は
都
の
建
康
（
現
在
の
南
京
）
の
東
郊
に
あ
る

鐘
山
の
こ
と
で
、
蔣
山
・
紫
金
山
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る）

1（
（

。
蔣
帝
は
三
国
呉
以
来
、
北
山
の
土
地
神）

11
（

と
し
て
祀
ら
れ
、
梁
代
に
も
盛

ん
に
信
仰
さ
れ
て
い
た
が
、「
蔣
帝
今
日
は
菩
薩
道
を
行
ず
。
諸
出
家
人
云
何
ぞ
反
っ
て
衆
生
を
食
し
、
諸
魔
行
を
行
ず
る
や
。

一
日
北
山
に
て
蔣
帝
齋
を
為
す
。
所
以
に
皆
菜
食
僧
の
者
を
請
う
」（
二
九
七
中
～
下
）
と
あ
る
よ
う
に
、
梁
代
に
は
蔣
帝
は
仏

教
に
帰
依
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。「
北
山
蔣
帝
も
な
お
且
つ
殺
を
去
る
。
若
し
不
殺
を
以
て
祈
願
せ
ば
輒
ち
上
教
を
得
る
」

（
二
九
七
中
）
と
あ
り
、
動
物
で
は
な
く
野
菜
を
供
物
に
す
れ
ば
蔣
帝
の
加
護
を
得
ら
れ
る
と
記
さ
れ
、
第
二
首
の
文
言
通
り
で

あ
れ
ば
、『
断
酒
肉
文
』
法
会
と
同
じ
日
に
蔣
帝
齋
と
い
う
法
会
を
実
施
し
、
そ
の
加
護
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

第
三
首
か
ら
は
、
梁
武
帝
が
『
断
酒
肉
文
』
法
会
を
い
か
に
重
視
し
て
い
た
か
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
（
二
九
七

下
）
に
は
、

今
日
の
集
会
、
此
れ
は
是
れ
大
事
の
因
縁
な
り
。
直た
だ

一
切
諸
仏
此
こ
に
在
る
に
非
ず
、
直
一
切
尊
法
此
こ
に
在
る
に
非
ず
、

直
一
切
聖
僧
此
こ
に
在
る
に
非
ず
。
諸
天
ま
た
応
に
虚
空
に
遍
満
す
べ
し
。
諸
仙
も
ま
た
応
に
虚
空
に
遍
満
す
べ
し
。

と
あ
り
、『
断
酒
肉
文
』
法
会
に
仏
教
の
護
法
神
た
ち
が
降
臨
し
守
っ
て
い
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
直
後
に
『
金

光
明
経
』
に
基
づ
い
て
、
四
天
王
を
は
じ
め
と
す
る
多
数
の
神
格
を
列
挙
し
て
い
る）

11
（

。

第
三
首
の
最
後
（
二
九
八
上
）
に
、

ま
た
僧
尼
寺
に
て
四
天
王
、
迦
毘
羅
神
に
事つ
か

う
る
こ
と
有
り
、
猶
鹿
頭
及
び
羊
肉
等
を
設
け
な
ば
、
是
の
事
は
不
可
な
り
。
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急
ぎ
宜
し
く
禁
断
す
べ
し
。
若
し
禁
断
せ
ざ
れ
ば
、
寺
官
は
任
咎
す
。

と
記
さ
れ
、
四
天
王
な
ど
の
護
法
神
に
肉
を
供
え
る
こ
と
を
禁
止
し
、
も
し
肉
を
供
え
た
場
合
は
寺
官
を
罪
に
問
う
と
し
て
い
る
。

第
四
首
で
は
、
菜
食
の
重
要
性
を
論
じ
た
後
（
二
九
八
中
）
に
、

所
以
に
涅
槃
経
に
言
う
。
受
食
の
時
に
子
想
を
作
さ
し
む
、
と
。

と
記
し
て
い
る
。『
涅
槃
経
』
四
相
品
で
は
食
肉
と
関
連
し
て
「
子
を
想
う
」
こ
と
を
説
か
れ
て
い
な
い
が
、『
涅
槃
経
』
長
寿
品

に
お
い
て
は
、
例
え
ば
「
我
衆
生
に
於
い
て
実
に
子
想
を
作
す
こ
と
羅
睺
羅
の
如
し
」（
大
正
一
二
、
六
二
〇
中
）
と
い
う
よ
う

に
、
衆
生
に
対
し
て
平
等
に
慈
悲
の
心
を
抱
く
こ
と
と
し
て
複
数
箇
所
で
説
か
れ
て
い
る
。
第
一
首
で
「
当
に
知
る
べ
し
。
衆
生

を
噉
食
す
る
者
は
是
れ
魔
行
な
り
」（
二
九
六
中
）
に
始
ま
り
、
食
肉
が
様
々
な
悪
因
と
な
る
こ
と
を
大
量
に
列
挙
し
て
い
る
箇

所
が
あ
る
。
梁
武
帝
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
衆
生
と
は
ま
さ
に
動
物
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、『
涅
槃
経
』
の
四
相
品
と
長
寿
品
の

内
容
が
梁
武
帝
の
中
で
融
合
し
て
、
第
四
首
が
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
法
会
で
梁
武
帝
が
『
仁
王
経
』
と
『
涅
槃
経
』
を
経
証
と
し
、
菩
薩
金
輪
王
と
し
て
『
断
酒
肉
文
』
を
公
表
し
て
断
酒
肉

の
実
施
を
強
く
求
め
た
も
の
の
、
法
会
終
了
後
に
お
い
て
も
一
部
の
僧
侶
は
「
律
中
に
断
肉
の
事
及
び
懺
悔
食
肉
法
無
し
」（
二

九
九
上
）
と
述
べ
、
個
別
の
事
情
に
応
じ
て
食
肉
を
容
認
す
る
と
い
う
主
張
を
堅
持
し
た
。
そ
の
た
め
梁
武
帝
は
五
月
二
十
九
日

に
再
び
法
会
を
開
催
し
、
断
肉
の
完
全
実
施
に
反
対
す
る
僧
侶
と
論
争
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

四

五
月
二
十
九
日
の
『
断
酒
肉
文
』
法
会

五
月
二
十
九
日
に
実
施
さ
れ
た
第
二
法
会
は
梁
武
帝
と
僧
侶
た
ち
の
問
答
に
始
ま
り
、『
楞
伽
阿
跋
多
羅
宝
経
』『
央
掘
摩
羅
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経
』
の
読
誦
、
梁
武
帝
に
よ
る
総
括
の
順
に
進
行
し
、
最
後
に
僧
尼
が
行
道
・
礼
拝
・
懺
悔
を
お
こ
な
っ
て
終
了
し
た
。
な
お

『
広
弘
明
集
』
は
、
第
二
法
会
当
日
の
晩
に
梁
武
帝
が
周
捨
に
与
え
た
勅
語
ま
で
、
一
連
の
出
来
事
と
し
て
収
載
し
て
い
る
。
本

節
で
は
、
梁
武
帝
と
僧
侶
た
ち
の
問
答
か
ら
法
会
終
了
後
の
勅
語
ま
で
を
考
察
の
範
囲
と
す
る
こ
と
と
し
た
い）

11
（

。

①
梁
武
帝
と
僧
侶
た
ち
の
問
答

第
二
法
会
の
問
答
は
、
最
初
に
梁
武
帝
と
法
超
・
僧
弁
・
宝
度
の
三
律
師
の
間
で
な
さ
れ
、
そ
れ
に
続
い
て
道
恩
、
法
寵
と
の

間
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
長
短
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
合
計
で
六
十
の
問
答
が
確
認
さ
れ
る
。
問
答
の
相
手
と
内
容
を
勘
案
し
て
、

次
表
の
よ
う
に
A
段
か
ら
I
段
の
九
つ
に
分
け
て
考
察
を
試
み
た
い
。

段

問
答
相
手

問

答

A

三
律
師

第
一
問
答
（
2（（
上
1（
～
上
26
）
第
二
問
答
（
2（（
上
2（
～
2（（
中
1
）
第
三
問
答
（
2（（
中
2
～
中
6
）
第
四
問
答
（
2（（
中
（
～
中

8
）
第
五
問
答
（
2（（
中
（
～
中
10
）

B

三
律
師

第
六
問
答
（
2（（
中
11
～
中
13
）
第
七
問
答
（
2（（
中
1（
～
中
1（
）
第
八
問
答
（
2（（
中
16
～
中
18
）
第
九
問
答
（
2（（
中
18
～
中
1（
）

C

僧
弁

第
十
問
答
（
2（（
中
20
～
中
2（
）
第
十
一
問
答
（
2（（
中
2（
）
第
十
二
問
答
（
2（（
中
26
～
中
2（
）
第
十
三
問
答
（
2（（
中
28
～
2（（
下

1
）
第
十
四
問
答
（
2（（
下
2
～
下
3
）
第
十
五
問
答
（
2（（
下
（
～
下
（
）
第
十
六
問
答
（
2（（
下
（
）
第
十
七
問
答
（
2（（
下
6

～
下
（
）
第
十
八
問
答
（
2（（
下
8
～
下
（
）
第
十
九
問
答
（
2（（
下
10
～
下
11
）
第
二
十
問
答
（
2（（
下
12
～
下
1（
）
第
二
十
一

問
答
（
2（（
下
1（
～
下
16
）
第
二
十
二
問
答
（
2（（
下
1（
～
下
18
）
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D

僧
弁

第
二
十
三
問
答
（
2（（
下
1（
～
下
20
）
第
二
十
四
問
答
（
2（（
下
21
～
下
22
）
第
二
十
五
問
答
（
2（（
下
23
～
下
2（
）
第
二
十
六
問

答
（
2（（
下
2（
）
第
二
十
七
問
答
（
2（（
下
26
）
第
二
十
八
問
答
（
2（（
下
2（
～
下
28
）
第
二
十
九
問
答
（
2（（
下
2（
～
300
上
1
）
第

三
十
問
答
（
300
上
2
～
上
3
）
第
三
十
一
問
答
（
300
上
（
～
上
（
）

E

僧
弁

第
三
十
二
問
答
（
300
上
6
～
上
（
）
第
三
十
三
問
答
（
300
上
8
～
上
11
）
第
三
十
四
問
答
（
300
上
12
～
上
1（
）
第
三
十
五
問

答
（
300
上
1（
～
上
1（
）
第
三
十
六
問
答
（
300
上
18
～
上
1（
）
第
三
十
七
問
答
（
300
上
20
～
上
23
）

F

宝
度

第
三
十
八
問
答
（
300
上
2（
～
上
26
）
第
三
十
九
問
答
（
300
上
2（
～
上
28
）
第
四
十
問
答
（
300
上
2（
～
中
2
）
第
四
十
一
問
答

（
300
中
3
～
中
（
）
第
四
十
二
問
答
（
300
中
8
～
中
10
）
第
四
十
三
問
答
（
300
中
11
～
中
1（
）

G

道
恩

第
四
十
四
問
答
（
300
中
1（
～
中
16
）
第
四
十
五
問
答
（
300
中
1（
）
第
四
十
六
問
答
（
300
中
18
～
中
1（
）
第
四
十
七
問
答
（
300

中
20
～
中
21
）
第
四
十
八
問
答
（
300
中
22
～
中
2（
）
第
四
十
九
問
答
（
300
中
26
～
中
28
）

H

法
寵

第
五
十
問
答
（
300
中
2（
～
下
（
）
第
五
十
一
問
答
（
300
下
6
～
下
（
）

I

法
寵

第
五
十
二
問
答
（
300
下
8
～
下
（
）
第
五
十
三
問
答
（
300
下
10
～
下
12
）
第
五
十
四
問
答
（
300
下
13
～
下
1（
）
第
五
十
五
問

答
（
300
下
1（
）
第
五
十
六
問
答
（
300
下
16
～
下
18
）
第
五
十
七
問
答
（
300
下
1（
～
下
21
）
第
五
十
八
問
答
（
300
下
22
～
下
2（
）

第
五
十
九
問
答
（
300
下
28
～
301
上
2
）
第
六
十
問
答
（
301
上
3
～
上
（
）

（
A
段

三
律
師

第
一
問
答
～
第
五
問
答
）

梁
武
帝
は
問
答
の
初
め
に
、
法
超
・
僧
弁
・
宝
度
の
断
肉
に
対
す
る
立
場
を
確
認
し
て
い
る
。
法
超
の
立
場
は
、
律
に
は
三
種

浄
肉
の
規
定
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
段
階
的
に
食
肉
を
禁
止
す
る
た
め
の
「
漸
制
」
で
、
律
の
本
意
は
「
永
断
」
に
あ
る
と
い
う
も



─ 21 ── 21 ─

宗廟祭祀改革と『断酒肉文』法会

の
で
あ
る
。
僧
弁
は
法
超
の
見
解
に
同
意
し
、
宝
度
は
断
肉
を
説
く
『
涅
槃
経
』
は
正
理
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
う
見
解
を

示
し
た
。

（
B
段

三
律
師

第
六
問
答
～
第
九
問
答
）

梁
武
帝
は
三
律
師
に
対
し
て
、
食
肉
し
た
経
験
の
有
無
を
尋
ね
た
。
法
超
は
「
従
来
自
ず
か
ら
食
肉
を
せ
ず
」
と
答
え
た
。
し

か
し
僧
弁
は
「
中
年
に
疾
病
あ
り
、
有
る
時
に
暫
く
開
す
」
と
言
い
、
宝
度
は
「
本
は
定
林
に
住
し
、
末
に
光
宅
に
移
る
。
二
処

で
は
肉
を
進
む
る
を
得
ず
。
若
し
余
処
に
在
り
て
疾
病
に
為
ら
ば
ま
た
開
す
る
を
免
れ
ず
」
と
語
っ
た
。「
開
遮
」
と
は
戒
律
の

用
語
で
、
開
は
許
、
遮
は
止
の
意
味
で
あ
り
、
僧
弁
と
宝
度
は
病
気
療
養
の
た
め
に
食
肉
し
た
経
験
を
告
白
し
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
を
聞
い
た
梁
武
帝
は
論
難
の
矛
先
を
僧
弁
と
宝
度
に
向
け
、
C
段
か
ら
E
段
で
僧
弁
と
、
F
段
で
宝
度
と
問
答
を
お
こ
な
っ

た
。（

C
段

僧
弁

第
十
問
答
～
第
二
十
二
問
答
）

梁
武
帝
は
僧
弁
に
対
し
て
、
律
を
講
ず
る
時
に
食
肉
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
教
え
て
い
る
の
か
を
問
う
た
。
僧
弁
は
、「
教
に

約
し
て
遮
せ
ず
」「
其
れ
に
許
し
て
三
種
浄
肉
を
食
す
る
を
得
し
む
」
と
述
べ
、
事
情
に
よ
っ
て
は
三
種
浄
肉
を
食
す
る
こ
と
を

許
す
と
答
え
た
。

こ
れ
に
対
し
て
梁
武
帝
は
、
肉
を
購
入
し
た
場
合
、
購
入
者
の
た
め
に
動
物
が
殺
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
、
見
聞
疑
の
な
か

の
疑
に
該
当
し
、
三
種
浄
肉
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
問
い
か
け
た
。
僧
弁
は
自
然
死
し
た
動
物
の
肉
を
購
入
し
た
と

思
っ
て
い
た
と
弁
明
し
た
が
、
説
得
性
の
あ
る
回
答
が
で
き
ず
沈
黙
し
て
し
ま
っ
た
。
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（
D
段

僧
弁

第
二
十
三
問
答
～
第
三
十
一
問
答
）

梁
武
帝
は
僧
弁
か
ら
、
食
肉
は
慈
心
に
か
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
回
答
と
、
食
肉
を
す
る
と
迷
い
の
世
界
で
あ
る
此
岸

か
ら
出
離
で
き
な
い
と
い
う
回
答
を
引
き
出
し
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
梁
武
帝
が
な
ぜ
具
足
戒
を
受
け
た
僧
侶
が
食
肉
を
す
る

の
か
と
問
う
と
、
僧
弁
は
自
身
が
初
教
の
段
階
に
あ
る
か
ら
だ
と
回
答
し
た
。

（
E
段

僧
弁

第
三
十
二
問
答
～
第
三
十
七
問
答
）

梁
武
帝
は
、『
涅
槃
経
』
成
立
以
前
に
『
楞
伽
経
』『
央
掘
摩
羅
経
』『
大
雲
経
』『
縛
象
経
』
に
お
い
て
断
肉
が
説
か
れ
て
い
る

こ
と
を
挙
げ
た
。
そ
し
て
梁
武
帝
は
持
律
第
一
の
比
丘
で
釈
尊
の
入
滅
後
に
戒
律
編
集
の
中
心
人
物
と
な
っ
た
優
波
離
に
つ
い
て
、

「
仏
般
泥
洹
時
に
、
優
波
離
は
既
に
親
し
く
坐
に
在
り
。
云
何
ぞ
律
文
が
食
肉
を
断
ぜ
ざ
る
こ
と
あ
ら
ん
や
」
と
述
べ
、
律
に
お

い
て
断
肉
が
説
か
れ
た
は
ず
だ
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。
さ
ら
に
梁
武
帝
は
「
涅
槃
前
に
迦
葉
は
已
に
不
食
肉
法
を
持
し
て
修
行

す
」
と
い
う
『
央
掘
摩
羅
経
』
巻
一
の
記
載）

11
（

を
経
証
と
し
て
、「
律
が
若
し
此
れ
に
異
な
ら
ば
、
則
ち
優
波
離
の
律
に
非
ず
。
是

れ
異
部
家
律
な
り
」
と
述
べ
、
食
肉
容
認
は
外
道
の
教
え
だ
と
断
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
梁
武
帝
の
確
信
に
満
ち
た
発
言
の
前

に
、
僧
弁
は
再
び
沈
黙
し
て
し
ま
っ
た
。

（
F
段

宝
度

第
三
十
八
問
答
～
第
四
十
三
問
答
）

梁
武
帝
は
経
律
論
の
間
に
矛
盾
が
存
在
す
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
見
解
を
示
し
、
宝
度
は
こ
の
見
解
に
賛
意
を
表
し
た
。
こ
れ

を
受
け
て
梁
武
帝
は
、
優
波
離
の
律
が
『
涅
槃
経
』
に
説
か
れ
る
断
肉
の
義
に
た
が
う
こ
と
が
あ
り
え
る
の
か
と
宝
度
に
問
う
た

と
こ
ろ
、
宝
度
は
「
優
波
離
の
意
は
未
だ
常
に
肉
を
開
さ
ざ
る
な
り
」
と
述
べ
、「
優
波
離
は
常
に
食
肉
を
容
認
し
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
」
と
い
う
食
肉
容
認
の
余
地
を
残
す
回
答
を
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
梁
武
帝
は
「
優
波
離
は
既
に
肉
を
開
さ
ず
」
と
断
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言
し
、
宝
度
の
発
言
は
沙
弥
や
式
叉
摩
尼
の
よ
う
な
見
習
僧
に
通
用
し
て
も
、
弟
子
（
梁
武
帝
）
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
述
べ
た
。
梁
武
帝
の
言
に
恐
れ
入
っ
た
宝
度
は
「
宝
度
の
愚
解
は
正
に
自
ず
か
ら
此
こ
に
極
ま
れ
り
」
と
答
え
た
。

（
G
段

道
恩

第
四
十
四
問
答
～
第
四
十
九
問
答
）

梁
武
帝
が
三
律
師
以
外
の
下
座
の
諸
律
師
に
意
見
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
道
恩
が
発
言
を
し
た
。
道
恩
は
五
時
説）

11
（

に
沿
っ
て
、
優

波
離
は
前
四
時
の
教
え
か
ら
律
を
編
纂
し
、
涅
槃
時
の
教
え
を
含
め
て
い
な
い
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
梁
武
帝

は
「
律
は
『
涅
槃
経
』
に
説
か
れ
た
断
肉
の
教
え
も
含
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
。『
涅
槃
経
』
の
教
え
に
基
づ
い
て
、
今
日
か
ら

僧
侶
の
食
肉
を
一
切
禁
止
す
る
」
と
宣
言
し
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
道
恩
は
沈
黙
し
て
し
ま
っ
た
。

（
H
段

法
寵

第
五
十
問
答
～
第
五
十
一
問
答
）

梁
武
帝
が
素
（
菜
食
）
と
浄
穢
の
関
係
に
つ
い
て
問
う
た
と
こ
ろ
、
法
寵
が
こ
れ
に
答
え
た
。
法
寵
は
不
素
（
肉
食
）
は
穢
門

な
の
で
本
来
な
す
べ
き
で
は
な
い
が
、「
貪
欲
の
情
が
深
い
」
た
め
、
肉
を
食
べ
る
の
だ
と
回
答
し
た
。

（
I
段

法
寵

第
五
十
二
問
答
～
第
六
十
問
答
）

梁
武
帝
は
法
寵
に
対
し
て
、
寺
で
懺
悔
を
し
た
後
に
食
肉
す
る
者
は
い
る
の
か
と
問
う
た
。
こ
れ
に
対
し
て
法
寵
は
、
一
部
の

無
明
の
者
は
食
肉
す
る
と
答
え
た
。
法
寵
は
さ
ら
に
、
懺
悔
を
し
た
後
で
食
肉
す
る
の
は
慚
愧
の
念
が
あ
る
の
で
、
懺
悔
を
し
な

い
者
よ
り
は
ま
し
で
あ
る
と
語
っ
た
。
梁
武
帝
は
こ
れ
に
対
し
て
、「
知
り
て
故
こ
と
さ
らに
犯
す
。
慚
愧
に
非
ず
」「
其
の
罪
は
不
知
よ

り
大
な
り
」
と
反
論
し
た
。
法
寵
は
慚
愧
に
関
す
る
経
文
を
引
用
し
つ
つ
自
説
を
堅
持
し
た
が
、
梁
武
帝
の
重
ね
て
の
反
論
を
受

け
て
、
最
終
的
に
は
沈
黙
し
て
し
ま
っ
た
。
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②
経
証
と
な
る
経
典
の
読
誦

以
上
で
問
答
が
終
了
し
、
三
律
師
が
高
座
を
下
り
た
。
三
律
師
に
代
わ
っ
て
景
猷
が
高
座
に
昇
り
、
梁
武
帝
が
E
段
で
提
起
し

た
『
楞
伽
阿
跋
多
羅
宝
経
』
巻
四
と
『
央
掘
摩
羅
経
』
巻
一
・
巻
四）

11
（

の
「
断
肉
経
文
」
を
経
証
と
し
て
提
示
し
読
誦
し
た
。

③
梁
武
帝
に
よ
る
第
二
法
会
の
総
括

経
典
の
読
誦
が
終
わ
る
と
、
梁
武
帝
は
第
二
法
会
を
総
括
す
る
言
葉
を
述
べ
た
。
ま
ず
、『
央
掘
摩
羅
経
』
巻
四
の
「
比
丘
は

牛
革
の
靴
の
布
施
を
受
け
な
い
」
と
い
う
話
は
、
第
一
法
会
で
法
雲
が
説
明
し
た
『
涅
槃
経
』
の
断
肉
の
教
え
と
同
じ
だ
と
指
摘

し
た
。
ま
た
梁
武
帝
は
、
慧
超
と
法
寵
は
異
論
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
聖
人
と
中
行
人
は
革
靴
を
履
か
ず
、
革
靴
を
履
く
の
は
下
行

人
で
あ
り
、
中
国
の
よ
う
に
麻
紵
と
い
う
素
材
が
あ
る
土
地
で
は
大
慈
の
者
は
皮
革
を
用
い
な
い
と
述
べ
た
。

こ
の
ほ
か
梁
武
帝
は
、『
金
光
明
経
』
巻
四
捨
身
品
（
大
正
一
六
、
三
五
四
下
）
の
「
投
身
餓
虎
」）

11
（

や
『
経
律
異
相
』
巻
一
〇

（
大
正
五
三
、
五
〇
下
～
五
一
上
）
に
も
あ
る
「
割
肉
貿
鷹
」）

11
（

の
逸
話
の
よ
う
に
、
僧
侶
は
自
分
の
肉
を
与
え
る
ほ
ど
の
強
い
慈

悲
心
を
持
つ
べ
き
だ
と
し
、
食
肉
と
い
う
行
為
を
反
省
す
る
よ
う
促
し
た
。
梁
武
帝
の
総
括
の
後
、
僧
尼
は
行
道
・
礼
拝
・
懺
悔

を
し
て
、
第
二
法
会
は
終
了
し
た
。

④
梁
武
帝
が
周
捨
に
与
え
た
勅
語

第
二
法
会
を
終
え
た
二
十
九
日
の
晩
に
、
梁
武
帝
は
周
捨
に
対
し
て
五
つ
の
勅
語
を
与
え
て
い
る
。
以
下
に
そ
の
概
要
を
提
示

す
る
こ
と
と
し
た
い
。



─ 2（ ── 2（ ─

宗廟祭祀改革と『断酒肉文』法会

（
第
一
勅
語
）

梁
武
帝
は
I
段
に
お
け
る
法
寵
の
発
言
を
、「
我
は
汝
を
念
じ
て
、
我
は
汝
を
食
す
」
と
い
う
「
羅
刹
婦
女
」
の
言
に
等
し
い

と
評
し
て
い
る
。『
涅
槃
経
』
巻
一
二
聖
行
品
（
大
正
一
二
、
六
八
二
上
）
に
、
我
が
子
や
夫
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
「
羅
刹
女
婦
」）

11
（

の
逸
話
が
あ
る
が
、
梁
武
帝
は
こ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
法
寵
を
再
び
批
判
し
た
。

（
第
二
勅
語
）

梁
武
帝
は
C
段
に
お
け
る
僧
弁
の
発
言
を
振
り
返
り
、
自
然
死
し
た
動
物
の
肉
を
入
手
で
き
る
は
ず
が
な
く
、
肉
を
買
う
罪
深

さ
は
自
ら
殺
す
こ
と
に
等
し
い
と
述
べ
た
。
そ
し
て
『
断
酒
肉
文
』
法
会
を
開
催
し
た
こ
と
に
よ
り
「
正
に
諸
僧
尼
の
為
に
離
苦

の
因
縁
を
作
る
」
と
い
う
成
果
を
あ
げ
た
と
語
っ
た
。

（
第
三
勅
語
）

梁
武
帝
は
「
一
衆
生
に
八
万
戸
の
蟲
を
具
す
」）

1（
（

、「
若
し
一
衆
生
の
命
を
断
た
ば
、
即
ち
是
れ
八
万
戸
蟲
の
命
を
断
つ
な
り
」
と

し
、
食
肉
と
い
う
行
為
は
大
量
の
寄
生
虫
の
命
も
奪
う
こ
と
に
な
る
と
指
摘
し
た
。
梁
武
帝
は
第
二
法
会
の
総
括
の
な
か
で
『
央

掘
摩
羅
経
』
の
革
靴
の
逸
話
に
関
連
付
け
て
「
一
食
の
中
に
就
き
て
便
ち
無
量
身
命
を
害
す
。
況
や
日
日
餐
咀
せ
ば
数
は
恒
河
の

若
し
」
と
述
べ
て
お
り
、
第
三
勅
語
は
こ
れ
と
同
じ
文
脈
で
語
ら
れ
て
い
る
。

（
第
四
勅
語
）

梁
武
帝
は
食
肉
に
つ
い
て
、
在
家
で
あ
っ
て
も
地
獄
に
落
ち
る
罪
だ
と
規
定
し
て
い
る
。
出
家
の
場
合
は
こ
れ
に
戒
律
を
破
る

罪
が
加
わ
っ
て
二
重
の
罪
に
な
り
、
学
僧
の
場
合
は
さ
ら
に
詭
妄
の
罪
が
加
わ
っ
て
三
重
の
罪
に
な
る
と
断
罪
し
て
い
る
。
こ
れ
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は
第
一
法
会
で
読
ま
れ
た
『
断
酒
肉
文
』
第
一
首
の
飲
酒
噉
肉
を
す
る
僧
尼
は
在
家
に
及
ば
な
い
と
す
る
九
項
目
（
二
九
五
上
～

下
）
を
振
り
返
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
学
僧
を
批
判
す
る
箇
所
で
は
、「
知
り
て
故
に
犯
す
」
と
い
う
I
段
と
同
じ
文
言
を
使

用
し
て
お
り
、
法
寵
に
対
す
る
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
第
五
勅
語
）

梁
武
帝
は
声
聞
の
律
儀
戒
に
つ
い
て
論
じ
、
自
分
で
動
物
を
殺
さ
な
く
て
も
、
食
肉
を
す
れ
ば
殺
分
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ

れ
は
第
二
勅
語
と
共
通
す
る
主
張
で
あ
る
。
ま
た
「
菩
薩
人
は
心
戒
を
持
す
。
故
に
自
ず
か
ら
衆
生
を
食
す
る
理
有
る
こ
と
無
し
。

若
し
声
聞
戒
を
欠
か
ば
終
に
地
獄
等
の
苦
を
免
れ
ず
」
と
し
、
第
四
勅
語
と
共
通
す
る
内
容
の
主
張
を
し
て
い
る
。
第
五
勅
語
で

は
『
断
酒
肉
文
』
法
会
で
は
言
及
し
な
か
っ
た
声
聞
の
律
儀
戒
を
取
り
上
げ
、
断
肉
の
正
当
性
を
補
強
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

以
上
、
梁
武
帝
が
周
捨
に
与
え
た
勅
語
ま
で
が
、
現
存
資
料
で
確
認
で
き
る
『
断
酒
肉
文
』
法
会
の
一
連
の
事
跡
で
あ
る
。
梁

武
帝
は
食
肉
を
容
認
す
る
学
僧
た
ち
を
難
詰
し
、
一
再
な
ら
ず
沈
黙
さ
せ
て
い
る
。
第
二
勅
語
の
「
正
に
諸
僧
尼
の
為
に
離
苦
の

因
縁
を
作
る
」
と
い
う
文
言
が
示
す
よ
う
に
、
梁
武
帝
は
『
断
酒
肉
文
』
法
会
の
成
果
を
高
く
評
価
し
て
お
り
、
菩
薩
金
輪
王
と

し
て
の
使
命
を
ま
た
一
つ
達
成
で
き
た
と
考
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

先
行
研
究
で
は
、
宗
廟
祭
祀
改
革
と
『
断
酒
肉
文
』
法
会
の
関
係
に
つ
い
て
注
意
を
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
梁
武
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帝
の
思
想
的
連
続
性
に
着
目
し
、
こ
れ
ら
二
つ
が
同
根
の
事
象
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

第
一
節
で
は
、
宗
廟
祭
祀
改
革
の
提
唱
以
前
に
成
立
し
た
『
仏
記
序
』
及
び
『
仏
記
序
』
詔
に
お
い
て
、『
仁
王
経
』
の
思
想

的
影
響
が
観
察
さ
れ
る
こ
と
を
提
示
し
、
梁
武
帝
が
金
輪
王
と
し
て
宗
廟
祭
祀
改
革
を
実
施
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
し

た
。『
断
酒
肉
文
』
に
『
仁
王
経
』
の
影
響
が
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
梁
代
初
期
以
来
の
梁
武
帝
の
思
想
的
連
続
性
に
着

目
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
た
。

第
二
節
で
は
、
南
斉
代
か
ら
梁
代
初
期
に
お
い
て
、
梁
武
帝
と
沈
約
が
『
涅
槃
経
』
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
に
つ

い
て
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
彼
ら
が
『
涅
槃
経
』
の
思
想
に
よ
っ
て
慈
悲
と
断
肉
を
結
び
付
け
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
観
察

さ
れ
、『
涅
槃
経
』
を
経
証
と
し
た
慈
悲
に
基
づ
く
国
家
統
治
に
関
す
る
梁
武
帝
の
思
想
的
連
続
性
が
確
認
さ
れ
た
。

第
三
節
で
は
、
第
一
法
会
の
経
緯
を
整
理
し
た
う
え
で
、
梁
武
帝
の
思
想
内
容
の
分
析
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
主
導
的

役
割
を
果
た
し
た
人
物
が
梁
武
帝
と
法
雲
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
宗
廟
祭
祀
改
革
と
第
一
法
会
が
一
致
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
ま
た
第
一
法
会
に
お
い
て
『
涅
槃
経
』
と
『
仁
王
経
』
を
経
証
と
し
て
い
る
事
例
を
抽
出
し
、
宗
廟
祭
祀
改
革
と
『
断

酒
肉
文
』
法
会
が
同
根
の
思
想
か
ら
生
じ
た
事
象
で
あ
る
こ
と
を
具
体
的
に
提
示
し
た
。

第
四
節
で
は
、
梁
武
帝
と
断
酒
肉
に
非
協
力
的
な
僧
侶
と
の
間
で
な
さ
れ
た
第
二
法
会
の
問
答
を
九
段
に
分
け
て
整
理
し
、
さ

ら
に
法
会
終
了
後
の
勅
語
ま
で
考
察
を
お
こ
な
っ
た
。
第
二
法
会
G
段
第
四
十
九
問
答
に
お
け
る
「『
涅
槃
経
』
の
教
え
に
基
づ

い
て
、
今
日
か
ら
僧
侶
の
食
肉
を
一
切
禁
止
す
る
」
と
い
う
発
言
に
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
梁
武
帝
は
『
仁
王
経
』
に
よ
っ
て
自

身
を
金
輪
王
と
定
位
し
つ
つ
、『
涅
槃
経
』
を
主
た
る
経
証
と
し
て
、
国
を
挙
げ
て
断
酒
肉
を
断
行
す
る
方
針
を
宣
明
し
た
。
第

四
節
に
見
え
る
梁
武
帝
の
思
想
内
容
は
、
宗
廟
祭
祀
改
革
の
時
点
の
思
想
内
容
と
ほ
ぼ
同
質
の
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

二
度
に
わ
た
る
『
断
酒
肉
文
』
法
会
に
お
い
て
、
梁
武
帝
が
仏
教
の
教
義
に
基
づ
い
て
議
論
を
尽
く
す
姿
勢
を
示
し
た
こ
と
は
、

仏
教
的
世
界
観
に
依
拠
し
て
恒
久
的
に
国
家
統
治
を
お
こ
な
う
と
い
う
意
気
込
み
の
表
れ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
宗
廟
祭
祀
改
革
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と
『
断
酒
肉
文
』
法
会
の
思
想
的
連
続
性
を
確
認
し
た
こ
と
で
、
梁
武
帝
の
仏
教
思
想
と
そ
の
実
践
と
し
て
の
国
家
統
治
の
解
明

に
資
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

註（
1
）
遠
藤
祐
介
［
二
〇
一
七
］
二
一
頁
を
参
照
。

（
2
）
遠
藤
祐
介
［
二
〇
一
九
］
一
六
～
一
七
頁
を
参
照
。

（
3
）
遠
藤
祐
介
［
二
〇
二
一
］
一
六
～
二
〇
頁
を
参
照
。

（
（
）
梁
代
に
お
い
て
は
、
慧
厳
・
慧
観
・
謝
霊
運
ら
が
編
纂
し
た
南
本
『
涅
槃
経
』
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
南
本
『
涅
槃
経
』
と
は
曇
無
讖
訳

北
本
『
涅
槃
経
』
の
再
治
本
で
あ
る
。
本
稿
で
は
南
本
『
涅
槃
経
』
を
略
し
て
『
涅
槃
経
』
と
記
す
。

（
（
）
『
広
弘
明
集
』
巻
一
五
所
収
。
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
祐
介
［
二
〇
一
九
］
一
二
～
一
三
頁
を
参
照
。

（
6
）
遠
藤
祐
介
［
二
〇
二
一
］
一
〇
～
一
四
頁
を
参
照
。

（
（
）
遠
藤
祐
介
［
二
〇
一
九
］
一
三
～
一
六
頁
を
参
照
。

（
8
）
遠
藤
祐
介
［
二
〇
一
九
］
一
三
～
一
六
頁
を
参
照
。

（
（
）
遠
藤
祐
介
［
二
〇
二
〇
］
八
九
頁
を
参
照
。

（
10
）
多
田
孝
正
［
二
〇
一
四
］
五
七
～
五
九
頁
を
参
照
。
同
書
五
九
頁
で
「
四
弘
誓
願
の
四
句
の
文
献
上
の
初
出
は
、
智
顗
の
著
作
に
お
い
て
で
あ

る
」
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）
後
主
の
母
、
柳
皇
后
は
梁
武
帝
の
孫
で
あ
る
。『
陳
書
』
巻
七
、
高
宗
柳
皇
后
伝
（
書
局
一
、
一
二
九
）
を
参
照
。

（
12
）
遠
藤
祐
介
［
二
〇
二
一
］
一
三
頁
を
参
照
。

（
13
）
遠
藤
祐
介
［
二
〇
二
一
］
一
八
頁
を
参
照
。

（
1（
）
遠
藤
祐
介
［
二
〇
一
九
］
四
～
五
頁
を
参
照
。

（
1（
）
道
端
良
秀
［
一
九
七
九
］
第
四
章
第
三
節
「
中
国
仏
教
と
肉
食
禁
止
の
問
題
」
二
七
九
頁
を
参
照
。

（
16
）
遠
藤
祐
介
［
二
〇
一
九
］
八
頁
を
参
照
。
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（
1（
）
天
監
十
二
年
の
宗
廟
祭
祀
改
革
の
試
み
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
祐
介
［
二
〇
一
七
］
一
六
～
一
八
頁
を
参
照
。

（
18
）
超
度
は
『
十
誦
律
』
や
『
四
分
律
』
に
詳
し
い
律
師
で
あ
る
。『
高
僧
伝
』
巻
一
一
志
道
伝
の
附
伝
（
四
〇
二
上
）
の
「
時
京
師
瓦
官
寺
又
有

超
度
者
。
亦
善
十
誦
及
四
分
。
著
律
例
七
卷
云
」
を
参
照
。

（
1（
）
『
広
弘
明
集
』
巻
二
六
と
『
南
斉
書
』
巻
四
一
周
顒
伝
に
、
何
胤
に
菜
食
を
勧
め
た
書
簡
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
周
顒
と
蕭
子
良
の
関
係
に
つ

い
て
は
、
遠
藤
祐
介
［
二
〇
一
六
］
一
一
頁
を
参
照
。

（
20
）
竹
内
照
夫
［
一
九
七
七
］
四
五
七
頁
に
「
君
子
は
庖
厨
を
遠
ざ
く
。
凡
そ
血
気
有
る
の
類
、
身
づ
か
ら
践
さ
ず
」
と
あ
り
、
小
林
勝
人
［
一
九

六
八
］
五
二
頁
に
「
君
子
の
禽
獣
に
於
け
る
や
、
そ
の
生
け
る
を
見
て
は
、
そ
の
死
す
る
を
見
る
に
忍
び
ず
。
そ
の
声
を
聞
き
て
は
、
そ
の
肉
を

食
う
に
忍
び
ず
。
是
の
以
に
君
子
は
庖
厨
を
遠
ざ
く
る
な
り
」
と
あ
る
。

（
21
）
遠
藤
祐
介
［
二
〇
一
九
］
一
一
頁
を
参
照
。

（
22
）
「
中
国
在
家
の
教
理
と
経
典
」
研
究
班
［
二
〇
二
〇
］
に
詳
細
な
解
説
が
あ
る
。

（
23
）
蕭
子
良
と
の
関
係
は
三
八
一
下
と
三
八
二
上
を
、
法
雲
と
の
関
係
は
三
八
二
上
と
『
続
高
僧
伝
』
巻
五
法
雲
伝
（
大
正
五
〇
、
四
六
三
下
）
を

参
照
。

（
2（
）
遠
藤
祐
介
［
二
〇
一
九
］
一
二
～
一
三
頁
を
参
照
。

（
2（
）
遠
藤
祐
介
［
二
〇
二
一
］
一
六
～
二
〇
頁
を
参
照
。

（
26
）
『
断
酒
肉
文
』
は
第
一
首
（
二
九
四
中
～
二
九
七
中
）・
第
二
首
（
二
九
七
中
～
下
）・
第
三
首
（
二
九
七
下
～
二
九
八
上
）・
第
四
首
（
二
九
八

上
～
下
）
に
分
か
れ
る
。

（
2（
）
道
端
良
秀
［
一
九
七
九
］
第
四
章
第
四
節
「
梁
武
帝
の
断
酒
肉
文
」
を
参
照
。

（
28
）
遠
藤
祐
介
［
二
〇
一
七
］
七
～
九
頁
を
参
照
。

（
2（
）
『
断
酒
肉
文
』
第
一
首
に
「
今
日
重
ね
て
法
雲
法
師
を
し
て
諸
僧
尼
の
為
に
四
相
品
四
中
少
分
を
講
ぜ
し
む
」（
大
正
五
二
、
二
九
五
）
と
あ
り
、

こ
れ
が
第
一
法
会
に
お
い
て
読
ま
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

（
30
）
遠
藤
祐
介
［
二
〇
二
一
］
一
八
頁
を
参
照
。

（
31
）
遠
藤
祐
介
［
二
〇
一
六
］
九
頁
に
あ
る
よ
う
に
、
周
捨
の
父
周
顒
は
北
山
に
寺
を
建
立
し
て
い
る
。
北
山
蔣
帝
が
仏
教
に
帰
依
し
た
と
さ
れ
る

ほ
ど
、
北
山
に
お
い
て
仏
教
の
影
響
力
が
強
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（
32
）
牧
田
諦
亮
［
二
〇
一
五
］
二
四
五
～
二
四
六
頁
を
参
照
。
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（
33
）
遠
藤
祐
介
［
二
〇
二
一
］
一
八
～
二
〇
頁
を
参
照
。

（
3（
）
①
梁
武
帝
と
僧
侶
た
ち
の
問
答
（
二
九
九
上
～
三
〇
一
上
）、
②
経
証
と
な
る
経
典
の
読
誦
（
三
〇
一
上
～
三
〇
二
下
）、
③
梁
武
帝
に
よ
る
第

二
法
会
の
総
括
（
三
〇
二
下
～
三
〇
三
上
）、
④
梁
武
帝
が
周
捨
に
与
え
た
勅
語
（
三
〇
三
上
～
下
）
の
順
に
考
察
す
る
。

（
3（
）
『
央
掘
摩
羅
経
』
巻
一
で
は
「
受
持
修
行
不
食
肉
法
」（
大
正
二
、
五
二
一
中
）
と
記
さ
れ
、『
断
酒
肉
文
』
法
会
の
問
答
の
後
に
読
誦
さ
れ
て

い
る
（
大
正
五
二
、
三
〇
二
中
）。

（
36
）
遠
藤
祐
介
［
二
〇
一
四
］
第
一
部
第
五
章
「
竺
道
生
の
問
題
意
識
と
仏
教
思
想
」
一
八
六
頁
で
述
べ
た
よ
う
に
、
法
雲
は
劉
虬
の
五
時
説
を
継

承
し
て
い
る
。
梁
武
帝
の
五
時
説
に
対
す
る
認
識
は
同
章
の
一
九
一
～
一
九
四
頁
を
参
照
。

（
3（
）
『
広
弘
明
集
』（
大
正
五
二
、
三
〇
二
下
）
に
は
第
二
巻
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
正
し
く
は
第
四
巻
（
大
正
二
一
、
五
四
〇
下
～
五
四
一
上
）

か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

（
38
）
『
経
律
異
相
』
巻
三
二
（
一
七
六
下
～
一
七
七
上
）
も
『
金
光
明
経
』
捨
身
品
を
収
載
し
て
い
る
。

（
3（
）
梁
武
帝
は
『
経
律
異
相
』
の
「
釈
迦
為
薩
婆
達
王
身
割
肉
貿
鷹
」
と
い
う
記
載
を
引
用
し
て
い
る
の
で
、
本
文
中
で
は
『
経
律
異
相
』
を
提
示

し
た
。『
経
律
異
相
』
は
『
度
無
極
集
』（
康
僧
会
訳
『
六
度
集
経
』）
巻
一
（
大
正
三
、
一
中
～
下
）
を
出
典
と
し
て
い
る
。

（
（0
）
『
涅
槃
経
』
に
は
羅
刹
女
婦
が
登
場
す
る
。
澄
観
述
『
大
方
広
仏
華
厳
経
随
疏
演
義
鈔
』
巻
三
〇
（
大
正
三
六
、
二
二
五
上
）
は
『
涅
槃
経
』

を
引
用
し
て
い
る
が
「
羅
刹
婦
女
」
と
記
し
て
い
る
。

（
（1
）
『
大
品
般
若
経
』
巻
一
六
（
大
正
八
、
三
三
九
下
）
や
『
十
誦
律
』
巻
三
九
（
大
正
二
三
、
二
八
四
中
）
な
ど
に
、
人
や
動
物
に
は
八
万
の
虫

が
寄
生
し
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

略

号

大
正
：『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』

書
局
：
中
華
書
局
版
の
各
正
史

参
考
文
献

〈
一
次
資
料
〉
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『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
』 

大
正
第
八
巻
・
№
二
二
三

『
仏
説
仁
王
般
若
波
羅
蜜
経
』 

大
正
第
八
巻
・
№
二
四
五

『
大
般
涅
槃
経
』 

大
正
第
一
二
巻
・
№
三
七
五

『
彌
沙
塞
部
和
醯
五
分
律
』 

大
正
第
二
一
巻
・
№
一
四
二
一

『
四
分
律
』 

大
正
第
二
二
巻
・
№
一
四
二
八

『
十
誦
律
』 

大
正
第
二
三
巻
・
№
一
四
三
五

『
善
見
律
毘
婆
沙
』 

大
正
第
二
四
巻
・
№
一
四
六
二

『
摩
訶
僧
祇
律
』 

大
正
第
二
五
巻
・
№
一
四
二
五

『
大
智
度
論
』 

大
正
第
二
五
巻
・
№
一
五
〇
九

『
仁
王
護
国
般
若
経
疏
』 
大
正
第
三
三
巻
・
№
一
七
〇
五

『
大
般
涅
槃
経
集
解
』 
大
正
第
三
七
巻
・
№
一
七
六
三

『
隋
天
台
智
者
大
師
別
伝
』 

大
正
第
五
〇
巻
・
№
二
〇
五
〇

『
高
僧
伝
』 

大
正
第
五
〇
巻
・
№
二
〇
五
九

『
続
高
僧
伝
』 

大
正
第
五
〇
巻
・
№
二
〇
六
〇

『
広
弘
明
集
』 

大
正
第
五
二
巻
・
№
二
一
〇
三

『
陳
書
』 

中
華
書
局
版

〈
二
次
資
料
〉

遠
藤
祐
介
［
二
〇
一
四
］
『
六
朝
期
に
お
け
る
仏
教
受
容
の
研
究
』（
白
帝
社
）

遠
藤
祐
介
［
二
〇
一
六
］
「
蕭
子
良
に
お
け
る
菩
薩
と
統
治
者
の
合
一
─
蕭
子
良
と
孔
稚
珪
の
問
答
を
通
し
て
─
」『
武
蔵
野
大
学
仏
教
文
化
研
究
所

紀
要
』
三
二

遠
藤
祐
介
［
二
〇
一
七
］
「
梁
代
に
お
け
る
『
神
滅
論
』
批
判
と
宗
廟
祭
祀
改
革
」『
武
蔵
野
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
三
三

遠
藤
祐
介
［
二
〇
一
九
］
「
梁
代
初
期
に
お
け
る
梁
武
帝
の
仏
教
思
想
─
宗
廟
祭
祀
改
革
の
思
想
的
背
景
─
」『
東
ア
ジ
ア
仏
教
研
究
』
一
七

遠
藤
祐
介
［
二
〇
二
〇
］
「
船
山
徹
著
『
六
朝
隋
唐
仏
教
展
開
史
』」『
六
朝
学
術
学
会
報
』
二
一



─ 32 ── 32 ─

遠
藤
祐
介
［
二
〇
二
一
］
「
梁
武
帝
に
お
け
る
理
想
的
皇
帝
像
─
菩
薩
金
輪
王
と
し
て
の
皇
帝
─
」『
武
蔵
野
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
三
七

小
林
勝
人
［
一
九
六
八
］
『
孟
子
』
上
（
岩
波
文
庫
）

竹
内
照
夫
［
一
九
七
七
］
『
礼
記
』
中
（
明
治
書
院
）

多
田
孝
正
［
二
〇
一
四
］
『
天
台
仏
教
と
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
儀
礼
』（
春
秋
社
）

「
中
国
在
家
の
教
理
と
経
典
」
研
究
班
［
二
〇
二
〇
］
「
沈
約
「
南
斉
禅
林
寺
尼
浄
秀
行
状
」
訳
注
」『
東
方
学
報
』
九
五

牧
田
諦
亮
［
二
〇
一
五
］
『
牧
田
諦
亮
著
作
集
』
第
四
巻
（
臨
川
書
店
）

道
端
良
秀
［
一
九
七
九
］
『
中
国
仏
教
思
想
史
の
研
究
』（
平
楽
寺
書
店
）

（
武
蔵
野
大
学
教
授

博
士
（
文
学
））


